
ト
ヨ
タ
と
ウ
ー
バ
ー
の
提
携
話
等
、
社
会
が

刻
々
と
変
化
す
る
な
か
、個
人
タ
ク
シ
ー
が
ど

う
生
き
残
る
か
、も
は
や
業
界
の
中
だ
け
で
物

事
を
運
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
認
識
を
持

ち
、大
き
な
視
野
で
頑
張
っ
て
い
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鳩
山
邦
夫
先
生
ご
逝
去

　

今
朝
、緊
急
の
連
絡
が
入
り
、鳩
山
邦
夫
先

生
が
逝
去
さ
れ
た
と
の
一
報
が
あ
り
ま
し
た
。

５
月
26
日
に
は
、鳩
山
先
生
を
は
じ
め
と
し
た

多
く
の
先
生
方
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、議
員

連
盟
を
立
ち
上
げ
た
ば
か
り
で
し
た
。鳩
山
先

生
は
最
期
の
お
仕
事
と
し
て
、こ
の
議
連
を
形

作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。心
か
ら
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
、我
々
は
、全
国
個
人
タ
ク
シ
ー
政
治

連
盟
を
窓
口
に
し
な
が
ら
、個
人
タ
ク
シ
ー
業

界
が
一
丸
と
な
っ
て
、議
連
と
と
も
に
個
人
タ

ク
シ
ー
が
抱
え
る
問
題
を
解
決
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

初
乗
距
離
短
縮
運
賃
問
題

　

４
月
か
ら
初
乗
短
縮
運
賃
の
要
請
が
は
じ
ま

り
、２
カ
月
ち
ょ
っ
と
で
申
請
率
が
80
％
を
超

え
た
こ
と
で
、い
よ
い
よ
タ
ク
シ
ー
初
乗
距
離

短
縮
運
賃
が
実
現
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。東

タ
ク
協
理
事
会
で
は
、川
鍋
一
朗
会
長
が
８
月

頃
に
６
週
間
か
け
て
実
証
実
験
を
行
う
旨
の
発

言
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

新
年
度
は
、こ
の
問
題

に
対
し
て
個
人
タ
ク
シ
ー

は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し

て
い
く
の
か
、事
業
が
や

り
や
す
い
状
況
に
な
る
よ

う
、新
役
員
の
方
々
に
も

上
手
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
の
審
議
に
お
い

て
、決
議
事
項
は
す
べ
て

可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

都内個人タクシー現況（平成28年6月1日現在） 
許可事業者数  13,864名（前月比 −40名） 
　（特別区、 武三13,430名　北多摩165名　南多摩269名）
傘下事業者数  13,554名（前月比 −46名） 
　（特別区、 武三13,122名　北多摩164名　南多摩268名）

　

理
事
会
の
冒
頭
、木
村
会
長
よ
り
現
在
の
業

界
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
話

が
あ
り
ま
し
た
。

７
月
か
ら
新
体
制
に

　

７
月
１
日
の
総
会
、理
事
会
を
待
っ
て
平
成

28
年
度
の
新
体
制
が
決
定
さ
れ
ま
す
が
、後
任

が
決
ま
り
次
第
、一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
新
年
度
へ

向
け
て
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

行
政
側
に
も
人
事
異
動
の
慌
た
だ
し
い
動

き
が
出
て
い
ま
す
。政
治
家
の
先
生
方
、法
人

業
界
そ
し
て
有
識
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、行

政
と
の
関
わ
り
も
非
常
に
大
切
に
な
っ
て
き

ま
す
。

　

自
動
運
転
車
の
登
場
、Ｉ
Ｔ
企
業
の
動
き
、

新
年
度
に
向
け
、

認
識
を
新
た
に

場
　
　
所
日
個
連
会
館

決
議
事
項

①
第
３
回
定
時
総
会
提
出
議
案
承
認
の
件

　
（
決
議
事
項
）

　
　

第
２
号
議
案　

理
事
29
名
選
任
の
件

　
　

第
３
号
議
案　

監
事
２
名
選
任
の
件

②
会
員
の
処
分
（
案
）承
認
の
件

開
催
日
時
６
月
22
日（
水
） 

午
後
２
時

第
23
回　

理
事
会
の
焦
点

「一丸となって明るい未来を目指そう」と話す木村会長
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個
人
タ
ク
シ
ー
は
、法
人
の
規
制
緩
和
と
は

逆
に
規
制
の
強
化
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
も

影
響
さ
れ
、平
成
27
年
度
新
た
に
個
人
タ
ク

シ
ー
事
業
者
と
な
っ
た
者
は
、譲
渡
譲
受
認
可

事
業
者
の
み
の
２
７
８
人
に
止
ま
っ
て
い
ま

す
。こ
の
１
年
で
は
４
９
３
人
の
減
少
と
な

り
、つ
い
に
１
万
４
千
を
割
り
込
む
こ
と
と
な

り
、危
機
的
な
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。最

悪
な
事
態
に
備
え
、例
え
ば
一
定
数
以
上
の
事

業
者
数
が
減
少
し
た
場
合
に
は
、そ
の
減
少
分

を
補
充
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
て
頂
け
る
よ

う
、行
政
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
必
要
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

 
主
な
取
り
組
み
状
況
（
一
部
抜
粋
）

　

マ
ス
タ
ー
ズ
制
度
の
参
加
事
業
者
は
、４
月

１
日
現
在
で
は
１
２
５
２
６
人
、そ
の
参
加
率

は
、91
・
４
％
ま
で
伸
び
て
お
り
ま
す
。ま
た
、

参
加
率
だ
け
で
な
く
名
実
と
も
に
真
の
マ
ス

タ
ー
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
よ
り
高
い
レ
ベ
ル

へ
の
資
質
向
上
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、乗
降
時

に
お
客
様
に
心
の
こ
も
っ
た
一
声
を
か
け
る

ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
運
動
や
近
距
離
の
お
客
様
に

も
分
け
隔
て
な
く
気
持
ち
良
く
ご
利
用
い
た

だ
く
た
め
の
接
客
基
本
の
徹
底
等
、各
団
体
に

お
い
て
も
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
会
を
実
施
す

る
な
ど
個
人
タ
ク
シ
ー
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
に
努
め
ま
し
た
。

・
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
研
修
会
の
開
催

・Ｕ
Ｄ
研
修
会
の
開
催

・
外
国
人
旅
客
接
遇
研
修
（
英
語
初
級
）の
開
催

・
接
客
マ
ナ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
の
実
施

・
利
用
者
感
謝
の
日
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施

・
利
用
者
懇
談
会
の
開
催

・
環
境
美
化
運
動
の
実
施

・
優
良
タ
ク
シ
ー
乗
り
場
に
お
け
る「
ド
ア
サ
ー

ビ
ス
」と
「
ト
ラ
ン
ク
サ
ー
ビ
ス
」の
実
施

【
街
頭
営
業
の
適
正
化
】

　

指
導
員
に
対
す
る
暴
力
・
暴
言
行
為
は
平
成

27
年
度
も
含
め
過
去
に
複
数
回
発
生
し
て
お

り
、12
月
に
は
異
例
と
な
る
３
度
目
の
関
東
運

輸
局
長
通
達
が
発
せ
ら
れ
、今
後
、同
種
の
事

案
を
発
生
さ
せ
た
事
業
者
は
、期
限
更
新
の
際

に
「
悪
質
事
業
者
」と
し
て
、更
新
後
の
期
限
を

１
年
に
短
縮
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
付
け

加
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

当
協
会
と
し
て
、過
怠
金
や
除
名
す
べ
き
旨

の
勧
告
等
「
会
員
の
処
分
等
に
関
す
る
規
則
」に

基
づ
き
対
処
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

８
項
目
に
わ
た
る「
指
導
員
に
対
す
る
暴
力・暴

言
行
為
等
の
再
発
防
止
策
」を
策
定
し
、同
種
の

事
案
が
二
度
と
起
き
な
い
よ
う
再
発
防
止
策
を

強
力
に
実
行
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

個
人
タ
ク
シ
ー
の
存
在
感
を

示
す
た
め
に

 

業
界
の
現
況

　

平
成
29
年
４
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
消
費

税
の
引
き
上
げ
に
合
わ
せ
て
、タ
ク
シ
ー
運
賃

を
組
み
替
え
初
乗
り
距
離
短
縮
運
賃
を
実
施

す
べ
く
法
人
業
界
が
出
し
て
い
た
要
請
は
、審

査
開
始
の
条
件
で
あ
る
７
割
を
超
え
た
こ
と

に
よ
り
、関
東
運
輸
局
に
お
い
て
は
審
査
の
準

備
に
入
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、消
費
税
の
引

き
上
げ
が
平
成
31
年
10
月
ま
で
再
延
期
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
、初
乗
り
距
離
短
縮
運
賃
の
実

施
に
は
一
部
不
透
明
な
と
こ
ろ
も
出
て
き
て

お
り
ま
す
。

　　　　　　　科     目 当年度 　 前年度 　 増　減 　
Ⅰ　一般正味財産増減の部
 １．経常増減の部
  （１）経常収益
   受取登録料 280,000 275,000 5,000
    受取登録料 280,000 275,000 5,000
   受取会費 291,462,500 276,534,200 14,928,300
    会員受取会費 149,852,500 129,637,200 20,215,300
    上部団体受取会費 141,610,000 146,897,000 △ 5,287,000
   事業収益 6,738,300 6,877,800 △ 139,500
    研修事業収益 5,632,100 5,658,000 △ 25,900
    代行事業収益 1,087,000 1,131,600 △ 44,600
    乗務証代行手数料収益 19,200 88,200 △ 69,000
   雑収益 1,962,869 996,668 966,201
    雑収益 1,962,869 996,668 966,201
   経常収益計 300,443,669 284,683,668 15,760,001
  （２）経常費用
   事業費 119,350,593 126,053,604 △ 6,703,011
    役員報酬 7,161,926 7,161,926 0
    給料手当 42,066,200 40,103,831 1,962,369
    役員退職給付費用 674,730 674,730 0
    退職給付費用 2,178,900 2,088,990 89,910
    法定福利費 7,309,718 6,958,587 351,131
    福利厚生費 450,747 384,744 66,003
    会議費 3,239,280 479,605 2,759,675
    旅費交通費 11,494,790 14,457,629 △ 2,962,839
    通信運搬費 1,018,324 2,644,950 △ 1,626,626
    減価償却費 1,588,022 1,897,047 △ 309,025
    報奨費 1,044,752 885,757 158,995
    消耗品費 20,468 150,984 △ 130,516
    会場費 3,711,312 3,753,540 △ 42,228
    委託費 3,356,640 3,482,568 △ 125,928
    印刷製本費 13,286,237 21,025,686 △ 7,739,449
    賃借料 6,772,430 6,772,430 0
    清掃費 146,181 149,483 △ 3,302
    光熱水料費 415,749 420,278 △ 4,529
    リース料 602,555 642,803 △ 40,248
    表彰費 720,000 630,000 90,000
    共済給付金 10,500,000 9,800,000 700,000
    花環代 1,575,000 1,470,000 105,000
    振込手数料 16,632 18,036 △ 1,404
   管理費 179,694,144 185,013,278 △ 5,319,134
    役員報酬 3,069,394 3,069,394 0
    給料手当 8,252,220 7,867,259 384,961
    役員退職給付費用 158,270 158,270 0
    退職給付費用 511,100 490,010 21,090
    法定福利費 1,714,627 1,632,260 82,367
    福利厚生費 105,730 90,246 15,484
    会議費 4,414,171 3,094,609 1,319,562
    旅費交通費 8,442,230 11,152,400 △ 2,710,170
    通信運搬費 1,694,604 1,534,337 160,267
    減価償却費 372,504 444,989 △ 72,485
    什器備品費 90,030 0 90,030
    消耗品費 1,093,929 1,226,361 △ 132,432
    印刷製本費 1,010,471 1,110,692 △ 100,221
    賃借料 1,588,594 1,588,594 0
    清掃費 34,288 35,064 △ 776
    光熱水料費 97,523 98,581 △ 1,058
    リース料 141,341 150,781 △ 9,440
    ソフト費 942,559 858,629 83,930
    表彰費 366,186 416,901 △ 50,715
    対外活動費 252,178 291,966 △ 39,788
    広告宣伝費 1,948,800 820,800 1,128,000
    新聞図書費 547,990 576,674 △ 28,684
    諸負担金 239,580 469,580 △ 230,000
    顧問料 540,000 642,137 △ 102,137
    慶弔費 60,000 0 60,000
    交通援助賛助金 200,000 0 200,000
    租税公課 0 35,250 △ 35,250
    上部団体会費 141,610,000 146,897,000 △ 5,287,000
    雑費 195,825 260,494 △ 64,669
   経常費用計 299,044,737 311,066,882 △ 12,022,145
  当期経常増減額 1,398,932 △ 26,383,214 27,782,146
 ２．経常外増減の部
  （１）経常外収益
   経常外収益計 0 0 0
  （２）経常外費用
   経常外費用計 0 0 0
  当期経常外増減額 0 0 0
  他会計振替額 0 0 0
  税引前当期一般正味財産増減額 1,398,932 △ 26,383,214 27,782,146
  法人税等 71,932 71,932 0
  当期一般正味財産増減額 1,327,000 △ 26,455,146 27,782,146
  一般正味財産期首残高 30,239,932 56,695,078 △ 26,455,146
  一般正味財産期末残高 31,566,932 30,239,932 1,327,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
  指定正味財産期首残高 0 0 0
  指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 31,566,932 30,239,932 1,327,000

正味財産増減計算書 平成２7年５月１日から平成２8年４月３０日まで (単位：円） 平
成
27
年
度
事
業
報
告

（
一
部
抜
粋
）

一般社団法人  東京都個人タクシー協会会報平成28年7月号 第504号　⑵



平
成
28
年
6
月
1
日
付
け
期
限
更
新

許
可
期
限
1
年
連
続
者
に
つ
い
て

　 

安
全
第
一
、法
令
順
守
の
営
業
を

　

平
成
28
年
６
月
１
日
付
け
期
限
更
新
の
内
容
が
ま
と
ま
り

ま
し
た
。

　

今
回
の
更
新
者
は
１
９
４
６
名
で
、更
新
後
の
許
可
期
限

の
内
訳
は
５
年
１
７
５
名
、３
年
７
４
５
名
、２
年
83
名
、１

年
９
２
６
名
、定
年
を
迎
え
る
最
終
更
新
８
名
、違
反
報
告

未
了
に
よ
る
保
留
９
名
で
し
た
。

　

ま
た
、５
８
０
名
が
道
交
法
違
反
等
に
よ
り
特
別
研
修
の

対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
１
年
を
５
回
連
続
す
る
と
「
許
可
等
に
付
さ
れ
た
期

限
の
更
新
申
請
の
審
査
及
び
取
扱
基
準
」に
よ
り
期
限
更
新

を
認
め
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。今
回
も
対
象
者
は

ゼ
ロ
で
あ
り
ま
し
が
、４
回
連
続
の
16
名
、３
回
連
続
の
53

名
に
対
し
て
は
当
協
会
会
長
名
で
警
告
書
を
送
付
し
、安
全

運
転
へ
の
注
意
喚
起
を
行
い
ま
し
た
。

　

よ
り
一
層
の
安
全
運
転
を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

■不適正営業集計表（街頭営業適正化指導規程）	 （件）

発生月 警告事案 講習事案 処分事案 合計

平成28年 4月 28 3 0 31

渋
谷
駅
周
辺
工
事
に
伴
う

夜
間
車
線
規
制
の
お
知
ら
せ

　

現
在
渋
谷
駅
周
辺
で
は
、駅
の
機
能
更
新
と

再
編
、駅
周
辺
で
の
再
開
発
の
た
め
の
様
々
な

工
事
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

特
に
夜
間
は
、工
事
内
容
に
よ
っ
て
、道
路

の
車
線
規
制
を
実
施
す
る
た
め
、渋
谷
駅
周
辺

の
道
路
で
あ
る
青
山
通
り
・
玉
川
通
り
（
国
道

２
４
６
号
）、明
治
通
り
、六
本
木
通
り
、旧
大

山
街
道
、神
宮
通
り
（
駅
西
口
）に
お
い
て
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

長
期
に
渡
る
工
事（
２
０
２
０
年
頃
）の
た

め
、皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

周
辺
道
路
へ
の
迂
回
等
、ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

規
制
時
間
帯
：
21
時
～
翌
７
時
ご
ろ

（
工
事
の
内
容
に
よ
り
、規
制
開
始
時
間
や
終

了
時
間
は
右
記
時
間
帯
の
中
で
異
な
り
ま
す
）

氏
名 

所
属
団
体 

享
年 

病
名

真
崎
　
励
司	

（
東
個
協
・
足
立
第
二
）	

64	

肝
細
胞
癌

佐
野
　
浩
典	

（
東
個
協
・
板
橋
第
一
）	

55	

敗
血
症

烏
帽
子
　
照
雄	（
東
個
協
・
葛
飾
第
二
）	

74	

大
動
脈
剥
離

大
久
保
　
秀
一	（
東
個
協
・
杉
並
）	

42	

不
明

飯
豊
　
央
二	

（
東
個
協
・
練
馬
）	

73	

肺
癌

佐
藤
　
繁	

（
東
個
協
・
墨
田
）	

68	

硬
膜
下
血
腫

石
川
　
昇	

（
都
営
協
・
交
友
）	

69	

心
不
全

新
保
　
則
雄	

（
都
営
協
・
城
北
）	

67	

肺
癌

佐
藤
　
勝
芳	

（
都
営
協
・
新
東
京
）	

64	

不
明

武
田
　
安
行	

（
都
営
協
・
新
中
野
）	

62	

不
明

赤
塚
　
守
次	

（
多
摩
・
東
日
本
）	

60	

不
明

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

訃
報

＊
５
月

国
道

24
6号
（
青
山
通
り
）

首都高速3号渋谷線

明
治
通
り

旧大山街道

八
幡
通
り

明治通り

六本木通り

JR
山
手
線

至 新宿

至 恵比寿

渋谷駅

•渋谷
  警察署

•セルリアン
  タワー

•渋谷区文化
  総合センター

  •   
SHIBUYA

109

•マークシティ

  •
渋谷ヒカリエ

渋谷区役所
（仮庁舎）

•

地下施設新設工事
（渋谷駅街区土地区画整理施行者）

銀座線改良工事
（東京メトロ）

駅街区東棟新築工事
（渋谷駅地区駅街区共同ビル開発事業者）

首都高速３号
渋谷入口（下り）新設工事
（首都高速道路）

東口国道デッキ架替工事
地下歩道出入口工事
（東京国道事務所）

駅南街区事業
（東急電鉄 他）

246

305

JR 東日本改良工事
（JR 東日本）

JR 東日本改良工事
（JR 東日本）

渋谷駅地下施設
整備工事

（渋谷駅街区土地
区画整理施行者）

道玄坂一丁目駅前地区
第一種市街地再開発事業
（道玄坂一丁目駅前地区市街地再開発組合）

西口国道デッキ架替工事
地下歩道出入口工事
（東京国道事務所）

■会員の処分等に関する規則に基づく処分状況	

会員 団体名 氏名 発生日 対象行為 処分内容

東個協 世田谷第二支部 Ｋ・Ｓ H28.5.6 優良タクシー乗り場不正入構 過怠金10万円

全個人 Ｋ・Ｔ H28.6.8 優良タクシー乗り場不正入構 過怠金10万円

期限更新者の内訳	 （人）

更新者数
更新後の許可期限（内訳）

５年 ３年 ２年 １年 定年
（最終更新）

1,937
（100%）

175
（9.0%）

745
（38.5%）

83
（4.3%）

926
（47.8%）

8
（0.4%）

※年齢の理由のみで3年、2年、1年となった者を含む。
※その他、違反報告未了による保留者9名あり。

許可期限	１年連続者	 （人）

初回 ２回連続 ３回連続 ４回連続 ５回連続 合計

394 117 53 16 0 580

※年齢、代務雇用中、事業休止中の理由により１年となった346名を除く。

一般社団法人  東京都個人タクシー協会会報平成28年7月号 第504号　⑶



上り下り 東行き

大井本線
料金所

至
 有明JCT

至
 芝浦JCT

至 昭和島JCT

B1

大井南入口

通行止

C2

地図 名称 概要 変更日

高速1号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）
更新工事に伴う大井ジャンクション（湾岸線
→羽田線）長期通行止め

道路の高齢化に対して長期の安全・安心を
確保するため、高速1号羽田線（東品川桟
橋・鮫洲埋立部）の更新（造り替え）工事を実
施しています。本工事において大井ジャンク
ションの造り替えを行う必要があるため、大井
ジャンクション（湾岸線→羽田線）の経路が
40か月間の長期通行止めを行います。

2016地図　P185-H-4

平成28年6月8日
20時～
平成31年9月末日

献
と
いっ
た
観
点
か
ら
も
地
域
防
犯
、交
通
渋
滞
そ
し
て
環
境

問
題
等
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
３
つの
お
願
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、今
後
皆

様
方
が
ご
自
身
の
健
康
に
留
意
さ
れ
、無
事
故
で
ご
活
躍
さ
れ

る
事
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
」

　

新
事
業
者
た
ち一人
ひ
と
り
に
手
渡
し
で
認
可
証
が
授
与
さ

れ
た
後
、交
付
式
は
閉
式
と
な
り
ま
し
た
。

選
ば
れ
る
個
人
タ
ク
シ
ー
に

都
営
協・東
支
部
　
千
　

幹
さ
ん

　

法
人
に
な
っ
て
10
年
経
っ
た
頃
に
、個

人
タ
ク
シ
ー
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
個
人
タ
ク
シ
ー
だ
と
分
か
る
と

手
を
上
げ
て
く
れ
な
い
お
客
様
を
見
る
と
、個
人
タ
ク
シ
ー

は
乗
車
拒
否
等
の
お
客
様
に
対
す
る
対
応
を
改
善
し
て
い

か
な
い
と
お
客
様
離
れ
が
進
ん
で
し
ま
う
と
危
惧
し
て
い
ま

す
。
適
正
な
乗
り
場
で
適
正
な
運
行
を
行
い
、お
客
様
が
個

人
タ
ク
シ
ー
を
選
ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
に
、頑
張
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

優
し
い
気
持
ち
を
大
切
に
し
て

東
個
協・練
馬
支
部
　
小
池　

司
さ
ん

　

支
え
て
く
れ
た
家
族
や
勉
強
会
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
支
部
の
皆
さ
ん
の
お
か

げ
で
、無
事
に
念
願
の
個
人
タ
ク
シ
ー
に

な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。今
後
の
目
標
は
、自
分
ら
し
さ
を

大
切
に
し
な
が
ら
「
優
し
い
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
」で
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
方
の
乗
車

も
多
く
な
っ
て
い
る
中
、一人
ひ
と
り
に
し
っ
か
り
と
気
配
り
を

し
な
が
ら
、ど
ん
な
近
い
距
離
で
も
気
持
ち
良
く
乗
る
事
が

で
き
る
個
人
タ
ク
シ
ー
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

地理モニター報告�

【  道 路・橋 等  】

認
可
者
の
喜
び
の

声

大井JCT通行止区間
　  中央環状線（山手トンネル）方向は

利用できます

　

冒
頭
、関
東
運
輸
局
東
京
運
輸
支
局
吉
田
和
弘
次
長
よ

り
、以
下
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
お
め
で
た
い
席
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、こ
こ
で
皆
様
に
３
つ

の
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
１つ
目
は
輸
送
の
安
全
確
保
で
す
。個
人
タ
ク
シ
ー
業
界

に
お
け
る
事
故
発
生
数
は
近
年
減
少
傾
向
で
あ
る
も
の
の
、運

転
者
の
高
齢
化
に
伴
う
健
康
起
因
に
関
連
し
た
事
故
が
増
加

傾
向
と
なって
お
り
、個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
死
亡
事
故
も
発

生
し
て
い
る
現
状
に
あ
り
ま
す
。事
故
防
止
と
輸
送
の
安
全
確

保
が
もっと
も
重
要
な
使
命
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
い
た

だ
き
、そ
の
た
め
の
取
り
組
み
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

２
つ
目
は
法
令
遵
守
で
す
。
事
業
を
適
正
に
行
う
た
め
に

は
法
令
や
規
則
を
守
る
こ
と
は
最
低
条
件
で
あ
り
ま
す
が
、一

昨
年
、昨
年
と
立
て
続
け
に
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
よ
る

運
転
免
許
停
止
期
間
中
に
よ
る
無
免
許
運
転
や
マ
ス
タ
ー
ズ

の
不
正
表
示
に
よ
る
優
良
タ
ク
シ
ー
乗
り
場
へ
の
不
正
入
構

が
発
生
し
ま
し
た
。特
に
優
良
タ
ク
シ
ー
乗
り
場
への
不
正
入

構
に
つ
い
て
は
、利
用
者
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
る
ば
か
り
か
、

個
人
タ
ク
シ
ー
業
界
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
マ
ス
タ
ー
ズ

制
度
そ
の
も
の
の
信
頼
性
を
失
う
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。

　

行
政
と
し
て
法
令
を
遵
守
し
な
い
事
業
者
に
対
し
厳
正
に

対
処
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、改
め
て
法
令
遵
守
の
徹
底

を
お
願
いい
た
し
ま
す
。

　

３
つ
目
は
適
正
化
及

び
活
性
化
で
す
。活
性

化
と
い
う
点
で
は
、付

加
価
値
の
高
い
複
数
の

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。様
々

な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に一

丸
と
なって
取
り
組
ん
で

下
さ
い
。ま
た
社
会
貢

譲渡譲受認可書交付式

将来、業界を牽引する存在として
　６月14日（火）午後３時より、個人タクシー会館にて、関東運輸局による「個
人タクシー譲渡譲受認可書交付式」が行われ、東京では新たに130名の事業者
が誕生しました。

新しい事業者に向けて挨拶を行う吉田次長

C2
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■携帯メールによる情報伝達システムに未登録の方は toroku@tokokyo.jp へ空メールを送信してください。


